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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　a）基板と、
　b）該基板の主面上に形成された窒化物半導体ヘテロ層を含む窒化物半導体層と、
　c）該窒化物半導体層上に形成されたマルチアイランドトランジスタの複数のソースア
イランド電極および複数のドレインアイランド電極であって、互いに隔離されており、か
つ、該窒化物半導体層のデバイスエリアにおいて二次元活性領域を作るように少なくとも
二つの異なる軸方向に沿ってソースアイランド電極とドレインアイランド電極が交互とな
るように配置されており、ここで、
　　（i）該ソースアイランド電極のそれぞれの少なくとも一辺が、隣接したドレインア
イランド電極の一辺に対向し；
　　（ii）該ドレインアイランド電極のそれぞれの少なくとも一辺が、隣接したソースア
イランド電極の一辺に対向している、
複数のソースアイランド電極および複数のドレインアイランド電極と、
　d）該窒化物半導体層上の各ソースアイランド電極および各ドレインアイランド電極の
間の活性領域に形成された複数のゲート電極であって、上を覆う低抵抗ゲート相互接続が
前記ソースアイランド電極および前記ドレインアイランド電極の間で延びており、かつ、
該低抵抗ゲート相互接続に対して該複数のゲート電極が、該ソースアイランド電極および
該ドレインアイランド電極の隣接した頂点によって定義される間隔における相互接続によ
って、相互接続されている、複数のゲート電極と、
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を備える窒化物半導体デバイスであって、
　e）前記複数のソースアイランド電極のそれぞれが、その上に形成されたバンプまたは
ボール接続を含むソースアイランド電極ごとの個別のソースコンタクト領域（パッド）を
有しており、
　f）前記複数のドレインアイランド電極のそれぞれが、その上に形成されたバンプまた
はボール接続を含むドレインアイランド電極ごとの個別のドレインコンタクト領域（パッ
ド）を有しており、
かつ、
　g）前記低抵抗ゲート相互接続が、複数のゲートパッドに接続されている、
窒化物半導体デバイス。
【請求項２】
　a）導電性基板と、
　b）該基板の主面上に形成された窒化物半導体ヘテロ層を含む窒化物半導体層と、
　c）該窒化物半導体層上に形成されたマルチアイランドトランジスタの複数のソースア
イランド電極および複数のドレインアイランド電極であって、互いに隔離されており、か
つ、該窒化物半導体層のデバイスエリアにおいて二次元活性領域を作るように少なくとも
二つの異なる軸方向に沿ってソースアイランド電極とドレインアイランド電極が交互とな
るように配置されており、ここで、
　　（i）該ソースアイランド電極のそれぞれの少なくとも一辺が、隣接したドレインア
イランド電極の一辺に対向し；
　　（ii）該ドレインアイランド電極のそれぞれの少なくとも一辺が、隣接したソースア
イランド電極の一辺に対向している、
複数のソースアイランド電極および複数のドレインアイランド電極と、
　d）該窒化物半導体層上の各ソースアイランド電極および各ドレインアイランド電極の
間の活性領域に形成された複数のゲート電極であって、上を覆う低抵抗ゲート相互接続が
前記ソースアイランド電極および前記ドレインアイランド電極の間で延びており、かつ、
該低抵抗ゲート相互接続に対して該複数のゲート電極が、該ソースアイランド電極および
該ドレインアイランド電極の隣接した頂点によって定義される間隔における相互接続によ
って、相互接続されている、複数のゲート電極と、
を備える窒化物半導体デバイスであって、
　e）前記複数のソースアイランド電極のそれぞれが、前記導電性基板に向けて形成され
たビア接続を含むソースアイランド電極ごとの個別のソースコンタクト領域（パッド）を
有しており、
　f）前記複数のドレインアイランド電極のそれぞれが、その上に形成されたバンプまた
はボール接続を含むドレインアイランド電極ごとの個別のドレインコンタクト領域（パッ
ド）を有しており、
かつ、
　g）前記低抵抗ゲート相互接続が、複数のゲートパッドに接続されている、
窒化物半導体デバイス。
【請求項３】
　前記ドレインおよびソースアイランド電極がそれぞれ四角形である、請求項1または2記
載のデバイス。
【請求項４】
　前記ドレインおよびソースアイランド電極が三角形である、請求項1または2記載のデバ
イス。
【請求項５】
　前記ドレインおよびソースアイランド電極のそれぞれが、ドレイン／ソースアイランド
の並置を可能にする一つの多角形形状を有する、請求項1記載のデバイス。
【請求項６】
　前記低抵抗ゲート相互接続が、前記複数のゲート電極のそれぞれを前記複数のゲートパ
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ッドに接続する低抵抗金属ストラップを含む、請求項1～5のいずれか一項記載のデバイス
。
【請求項７】
　前記基板と前記窒化物半導体層との間に1つまたは複数のエピタキシャル層をさらに備
える、請求項1～6のいずれか一項記載のデバイス。
【請求項８】
　前記1つまたは複数のエピタキシャル層が低濃度にドーピングされている、請求項7記載
のデバイス。
【請求項９】
　複数のエピタキシャル層および1つまたは複数のフィールドプレートをさらに備え、該
フィールドプレートのそれぞれが連続するエピタキシャル層の間に位置付けられている、
請求項7または8記載のデバイス。
【請求項１０】
　前記e）およびf）において、各バンプまたはボール接続が金で形成されている、請求項
1記載のデバイス。
【請求項１１】
　窒化物半導体層が、ドーピングされていない窒化アルミニウムガリウム層、およびその
下のドーピングされていない窒化ガリウム層からなるヘテロ層である、請求項1～10のい
ずれか一項記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記ゲート電極のそれぞれが、パラジウムから形成されており、ソースおよびドレイン
アイランド電極がチタンおよびアルミニウムから形成されている、請求項1記載のデバイ
ス。
【請求項１３】
　前記基板が絶縁性の高抵抗基板であり、かつ、前記複数のゲートパッドのそれぞれの上
にバンプまたはボール接続をさらに含む、請求項1記載のデバイス。
【請求項１４】
　パッケージをさらに含み、前記ソースアイランド電極、ドレインアイランド電極、およ
びゲートパッドのそれぞれの前記バンプまたはボール接続が、各々の該パッケージの銅ト
ラックに直接接合されている、請求項13記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記導電性基板の裏側に、電気的に接続して接合された銅の熱シンクをさらに含み、該
銅の熱シンクが裏側ソース接続を提供する、請求項2記載のデバイス。
【請求項１６】
　パッケージをさらに含み、前記複数のゲートパッドがさらにバンプまたはボール接続を
含み、前記ドレインアイランド電極の前記バンプまたはボール接続および前記ゲートパッ
ドの該バンプまたはボール接続が各々の該パッケージの銅トラックに直接接合されている
、請求項15記載のデバイス。
【請求項１７】
　前記ソースアイランド電極およびドレインアイランド電極が実質的に正方形であり、前
記ボールまたはバンプ接続が各アイランド上で中心にある、請求項1記載のデバイス。
【請求項１８】
　前記ソースアイランド電極およびドレインアイランド電極が実質的に正方形であり、前
記ボールあるいはバンプ接続またはビア接続が各アイランド上で中心にある、請求項2記
載のデバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
発明の分野
　本発明は、概して、窒化ガリウムトランジスタに関し、より詳細にはそれに関連する性
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能向上および歩留まり向上法に関する。
【背景技術】
【０００２】
発明の背景
　窒化ガリウム材料としては、窒化ガリウムならびにその合金、例えば、窒化アルミニウ
ムガリウム、窒化インジウムガリウム、および窒化アルミニウムインジウムガリウムなど
が挙げられる。これらの材料は、高エネルギー電子遷移が生じ得る比較的広い直接バンド
ギャップを有する半導体化合物である。窒化ガリウム材料は、とりわけ、高い電子移動度
、効率的に青色光を放射する能力、および高周波で信号を伝送する能力など、多くの魅力
的な特性を有している。したがって、窒化ガリウム材料は、例えばトランジスタおよびオ
プトエレクトロニクスデバイスなどの多くのマイクロエレクトロニクス用途において研究
されている。
【０００３】
　上記の魅力的な特性にもかかわらず、窒化ガリウム材料ベースのデバイスの開発には、
多くの課題が存在する。例えば、ある特定の基板上、特にシリコン上に高品質の窒化ガリ
ウム材料を成長させるのは、窒化ガリウム材料と基板材料の特性の違い（例えば格子定数
および熱膨張係数の違い）のために困難であり得る。さらに、ある特定の用途に対してコ
スト要求を満たす窒化ガリウム材料デバイスを形成することも難しい。
【０００４】
　現在、高出力および中出力の窒化ガリウムマイクロ波トランジスタが入手可能であるが
、すべてのタイプがマルチフィンガー構造を採用している。研究文献に記載されているい
くつかのパワースイッチングデバイスも、マルチフィンガー構造を採用している。本明細
書において代替の新規のマトリックスアイランドベースの構造を示すが、これらは、すべ
てのスイッチング用途において重要な利点を与える。すべてのパワートランジスタの実施
を受けて、当該構造はソース接地回路用途に対して最適化されるが、この場合、ソース接
続部のインダクタンスおよび抵抗を最小化することが望ましい。この目的のために、トラ
ンジスタは、一般的に、垂直構造全体に内在する一連のビア接続で構築される。これら一
般的に使用される基板貫通ビア接続は、製造および制御が困難である。より少ない数の大
きなビアを作成することが可能なエリアに到達するためには、ソース接続部のそれぞれか
らエアブリッジを構築しなければならない場合がある。例えば、米国特許第7,352,016（B
2）号（特許文献1）を参照されたい。しかしながら、エアブリッジは、製造上および取り
扱い上の問題の原因である。
【０００５】
　米国特許第7,550,821（B2）号（Shibataら）（特許文献2）では、エアブリッジを全く
用いない窒化物半導体デバイスが開示されている。複数の第一電極および複数の第二電極
が、（基板の主面上に形成された）窒化物半導体層の活性領域上に（お互いに隔置されて
）形成されている。当該窒化物半導体層上には、層間絶縁フィルムが形成されている。当
該層間絶縁フィルムは、第一電極をそれぞれ露出する開口部を有し、かつ平坦な上面を有
する。第一電極パッドが、層間絶縁フィルムにおける活性領域の上側の領域に形成され、
当該パッドは、それぞれの開口部を介して露出している第一電極に電気的に接続されてい
る。ソース－基板コンタクト（短いビア）が活性エリアに隣接して配置され、ソース電極
に直接接続されているが、このマルチフィンガー構造には、面積の増加という不利益があ
る。したがって、Shibataらの窒化物半導体デバイスも、従来のマルチフィンガー構造を
採用しているパワースイッチングトランジスタに特有の高オン抵抗によって制限される。
【０００６】
　米国特許第7,250,641（B2）号（Saitoら）（特許文献3）では、シリコン基板と、アイ
ランド形状において当該シリコン基板上にチャンネル層として形成された第一窒化アルミ
ニウムガリウム層と、第一窒化アルミニウムガリウム層上に第一導電型またはi型のバリ
ア層として形成された第二窒化アルミニウムガリウム層とを備える窒化物半導体デバイス
について開示されている。当該特許において開示されているアイランドは、お互いの間に
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共通のゲート電極を有さず、お互いに完全に絶縁されており、したがって、各アイランド
は、別々のデバイスである。Saitoらによって開示された態様（例えば、図1のように）は
、アイランドごとに3つのソース電極の並置を必要とする。Saitoらによって開示された当
該アイランドのコンセプトは、絶縁されたデバイスの分離としてのみ機能し、すなわち、
アイランド間で引き起こされる固有の動作モードは存在しない。
【０００７】
　本明細書において説明する新規のトポロジは、ソース接続エアブリッジを排除し、ゲー
ト電極を最大2つのさらなる方向に配置することを可能にし、それにより、従来のマルチ
フィンガー構造と比べて1.5～5倍のオン抵抗の低下がもたらされる。このようにして、ラ
ダー（またはマルチフィンガー構造）についての大きな面積の必要性が排除される。
【０００８】
　本発明のいくつかの実施例は、比較的複雑なシリコンベースのテンプレートに基づき得
る。しかしながら、これは、新規のアイランドベースの表面トポロジと共に、コスト高な
窒化ガリウムデバイスのプロセス工程を大いに簡素化する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第7,352,016（B2）号
【特許文献２】米国特許第7,550,821（B2）号（Shibataら）
【特許文献３】米国特許第7,250,641（B2）号（Saitoら）
【発明の概要】
【００１０】
　以下において、最初に本発明の一般的な形態について説明し、次いでその特定の設計に
関する実施について詳細に説明する。これらの態様は、本発明の原理およびその実施の様
式を示すことを意図するものである。
【００１１】
　本発明は、パワートランジスタの製造上および取り扱い上の問題を生じることで周知の
エアブリッジを排除する。旧来のヒ化ガリウムデバイスおよび最近のヒ化ガリウムデバイ
スの両方が、歩留まり損失の問題を抱えている。本発明は、1つの実現例においてエアブ
リッジまたは基板貫通ソース電極ビア接続メカニズムが不必要な多様な小さく短いビアを
用いるトポロジを提供する。ソースおよびドレインは、各ソースおよびドレイン内におけ
るボールグリッドおよび／またはビアグリッドの位置決めが可能なほどに十分にサイズが
減じられたアイランドのみからなるように作成される。この独特な手法により、エアブリ
ッジと同様に接合部も排除される。
【００１２】
　本発明の局面により、基板と、当該基板の主面上に形成された窒化物半導体層と、当該
窒化物半導体層のすべての実行可能エリアにおいて二次元活性領域を作るように交互に配
置するためにお互いに隔置されている複数の第一アイランド電極および複数の第二アイラ
ンド電極と、当該窒化物半導体層上の各第一アイランド電極および各第二アイランド電極
の間の領域に形成され、かつマルチアイランド電界効果トランジスタのゲート電極として
機能し、ならびに当該アイランド電極のそれぞれが当該電界効果トランジスタのドレイン
電極またはソース電極のいずれかであるような複数のストリップ電極と、各ソース電極お
よび各ドレイン電極の表面上に配設された複数のボール接続部とを備える窒化物半導体デ
バイスを提供する。当該基板が導電性の場合、各ソース電極の表面上のボール接続部は、
ビアで置き換えることができる。当該ボール接続部は、好ましくは金で形成され、一方、
窒化物半導体層は、好ましくは、ドーピングされていない窒化アルミニウムガリウム層、
およびその下に設けられたドーピングされていない窒化ガリウム層からなるヘテロ層であ
る。
【００１３】
　アイランド電極は、好ましくは、それぞれ、四角形であるか、または、好ましくは三角
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形である。あるいは、当該アイランドは、ドレイン／ソースの並置を可能にする様々なタ
イプの多角形の組み合わせであってもよい。各ゲート電極は、好ましくは、低抵抗の手段
、例えば、（これに限定されるわけではないが）金属ストラップなど、を用いてゲートパ
ッドに取り付けられている。加えて、当該窒化物半導体デバイスは、さらに、基板と窒化
物半導体層との間に1つまたは複数のエピタキシャル層を備え得る。各エピタキシャル層
は、低濃度にドーピングされている。当該エピタキシャル層内にフィールドプレートが挿
入されていてもよい。
【００１４】
　本発明において、ソースアイランド電極は、常に、ドレインアイランド電極と並置され
、ならびに常にそれらの間にゲートが存在する。
【００１５】
　絶縁性基板の使用が望ましい場合、ビアを排除して、ドレインアイランドに対して使用
されるものと同一のボールグリッドで取り替えることができる。当該アイランドは、それ
ぞれが2つ折り対称または4つ折り対称を有する四角形の場合、ゲートを二方向に配置する
ことが可能であり、すなわち、当該アイランドが三角形の場合、ゲートは三方向に配置す
ることができる。その結果として、ゲートトラックを所定のダイサイズに対してはるかに
大きくすることができる。マルチフィンガー構造を見限り、ソースおよびドレインをアイ
ランドのみからなるように作成することが可能である。
【００１６】
　本明細書において開示されるアイランドトポロジは、好ましくは、三角形または長方形
のアイランド構造であり、一般的なマルチフィンガー構造またはインターデジタル構造よ
りも多くの利点を提供する。これらのアイランドトポロジは、結果として、同等の面積の
マルチフィンガーレイアウトによって達成されるトランジスタ抵抗の70％未満である特定
のトランジスタ抵抗をもたらす。それ以上に意味があるのは、相互接続およびパッドの必
要性が減じられたことにより、全デバイスの有効面積比が3～5倍優れていることである。
【００１７】
　本発明は、所定の活性面積内で、より大きなゲート幅（または「Wg」）を有するデバイ
スを提供する。ある特定の例示的態様において、当該トポロジは、活性面積内だけでなく
デバイス全体の単位面積あたりの電流処理能力において、大きな向上を提供する。加えて
、優れた能力のGaN半導体デバイスを製造するための簡素なプロセスを提供する。
【００１８】
　本発明の別の局面は、様々なエピタキシャル層内に埋設されたフィールドプレートの設
計に関する。シリコンの導電性基板は、活性領域のキャパシタンスにおいて望ましくない
増加をもたらすと考えられるために、（低濃度にドーピングされた）真性シリコン材料の
低濃度にドーピングされた単一、二重、または一連のエピタキシャル層が、基板上に成長
させられ得る。これらの層の厚さは変えることができ、ならびに埋設された導電層もしく
は一連の導電層を、埋設されたフィールドプレートとして機能するように挿入することが
できる。様々なサイズおよび形状の複数のフィールドプレートを導入することができる。
これらのフィールドプレートは、ドレインに並置されているゲート端部付近でのピーク電
界を減少させ、したがって、トランジスタが耐えることのできる最大電圧を増加させる。
加えて、これらのフィールドプレートは、ゲート端部とドレイン端部との間において電気
的ストレスの非常に均一な分布を提供するように配置することができる。独特で、例外的
に線形の、または非常に高電圧のデバイスを構築することができる。加えて、当該新規の
エピタキシャルシリコンをベースとする垂直構造は、シリコンと窒化ガリウムの熱膨張の
違いにより生じる機械的応力に関連する問題を軽減することができる。
【００１９】
　本発明の上記の局面および他の局面は、以下の詳細な説明を添付の図面と併せて検討す
ることにより明らかとなるであろう。
【００２０】
　本明細書内のいずれかにおいて、値の範囲について言及された場合、特に明記しない限
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り、その中の部分範囲も、本発明の範囲に含まれることが意図される。ある特徴が、本発
明のある変形または別の変形に起因する場合、特に明記しない限り、そのような特徴は、
当該特徴が適切であるかまたは適合性を有するような本発明の他のすべての変形に対して
適用されることが意図される。
【００２１】
　以下は、例示のみのために提供されるのであって、本発明の限定とみなされるべきでは
ない。それらの範囲を逸脱することなく、多くの関連する変形が可能である。
[本発明1001]
　a）基板と、
　b）該基板の主面上に形成された窒化物半導体層と、
　c）該窒化物半導体層のすべての実行可能エリアにおいて二次元活性領域を作るように
交互に配置するために互いに隔置されている、複数の第一アイランド電極および複数の第
二アイランド電極と、
　d）該窒化物半導体層上の各第一アイランド電極および各第二アイランド電極の間の領
域に形成され、かつマルチアイランド電界効果トランジスタのゲート電極として機能する
複数のストリップ電極であって、該アイランド電極のそれぞれが、該電界効果トランジス
タのドレイン電極またはソース電極のいずれかである、ストリップ電極と、
　e）各ソース電極および各ドレイン電極の表面上の複数のボール接続部と
を備える窒化物半導体デバイス。
[本発明1002]
　各ソース電極の表面上のボール接続部がビアによって代替され、かつ基板が導電性であ
る、本発明1001のデバイス。
[本発明1003]
　アイランドがそれぞれ四角形である、本発明1001または1002のデバイス。
[本発明1004]
　アイランドが三角形である、本発明1001または1002のデバイス。
[本発明1005]
　アイランドが、ドレイン／ソースの並置を可能にする様々なタイプの多角形の組み合わ
せである、本発明1001または1002のデバイス。
[本発明1006]
　各ゲート電極とゲートパッドとの間を低抵抗金属ストラップが接続している、本発明10
01～1005のいずれかのデバイス。
[本発明1007]
　前記基板と前記窒化物半導体層との間に1つまたは複数のエピタキシャル層をさらに備
える、本発明1001～1006のいずれかのデバイス。
[本発明1008]
　エピタキシャル層が低濃度にドーピングされている、本発明1007のデバイス。
[本発明1009]
　複数のエピタキシャル層および1つまたは複数のフィールドプレートをさらに備え、該
フィールドプレートのそれぞれが連続するエピタキシャル層の間に位置付けられている、
本発明1007または1008のデバイス。
[本発明1010]
　ボール接続部が金で形成されている、本発明1001～1009のいずれかのデバイス。
[本発明1011]
　窒化物半導体層が、ドーピングされていない窒化アルミニウムガリウム層、およびその
下のドーピングされていない窒化ガリウム層からなるヘテロ層である、本発明1001～1010
のいずれかのデバイス。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】先行技術の構築ブロック構造の平面図の例を示す。
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【図２】本発明の態様の平面図を示す。
【図３】図2の線I－I’に沿った断面図を示す。
【図４】図2に示した態様の平面図を示す。
【図５】本発明の第二の態様の平面図を示す。
【図６】本発明の第三の態様の平面図を示す。
【図７】図4に示した態様のパッケージングを示す。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
詳細な説明
　以下の本発明の詳細な説明において、本明細書の一部を形成する添付の図面について言
及するが、これには、本発明が実施され得る特定の態様が例示目的において示されている
。当該図面において、同じ番号は、複数の構図を通じて、実質的に同様の構成要素を記述
している。これらの態様は十分詳細に記述されているので、これにより当業者は本発明を
実施することが可能である。他の態様を利用してもよく、ならびに本発明の範囲から逸脱
することなく、構造的、論理的、および電気的変更を行うことも可能である。以下の説明
において使用されるウェハテンプレートおよびウェハ基板なる用語は、本発明の回路構造
を形成するための露出面を有する任意の構造を包含する。基板またはテンプレートなる用
語は、半導体ウェハを包含するものとして理解される。基板またはテンプレートなる用語
は、プロセス中の半導体構造体を意味するためにも使用され、ならびにそれらの上に製作
されている他の層も包含し得る。ウェハ、テンプレート、および基板は、ドーピングされ
た半導体およびドーピングされていない半導体、ベース半導体または絶縁体によって担持
されているエピタキシャル半導体層、ならびに当業者に周知の他の半導体構造体を含む。
導電体なる用語は、半導体を包含するとして理解され、ならびに絶縁体なる用語は、導電
体と呼ばれる材料よりも電気伝導性の低い任意の材料を包含するように定義される。した
がって、以下の詳細な説明は限定の意味に解釈されるべきではなく、本発明の範囲は、添
付の特許請求の範囲の権利が認められる同等物の全範囲と共に、当該添付の特許請求の範
囲によってのみ定義される。
【００２４】
　添付の図面は概略図であり、原寸に比例して描かれることは意図されていない。明瞭に
するために、全ての図において全ての構成要素に記号を付しているわけではない。参照に
より本明細書に組み入れられるすべての特許出願および特許は、参照によりその全体が本
明細書に組み入れられるものとする。組み入れられた特許出願および特許が本明細書と相
反する場合には、定義を含めて本明細書が優先する。
【００２５】
　本発明の分野は、概して、高出力および中出力の窒化ガリウムトランジスタに関する。
より具体的には、本発明は、大きな窒化ガリウムデバイスにおいて性能劣化の原因となる
熱勾配が生じるような高温において作動するトランジスタに関する。各ソースおよび／ま
たはドレインへの接続系は、別々の熱シンクを含む。すべての大きな窒化ガリウムトラン
ジスタは、複数のソース／ドレイン電極を有するので、説明されるスキーマでは、各ソー
スおよびドレイン接続部が、トランジスタの複雑な構造全体におけるこれらの接続部の特
定の位置に応じて、抵抗および熱の両方において別々に補助されることが可能である。
【００２６】
　ベース基板が高濃度にドーピングされている場合、小さく短いビアによって、ウェハの
裏への低抵抗接続を提供することが可能である。ウェハのドーピングレベルは、すべての
タイプのトランジスタの特定のニーズに対して抵抗を合わせるように選択することができ
る。高濃度にドーピングされているウェハは、600°Kまで拡がる温度範囲において確実に
作動する正の温度係数の抵抗体を形成し得る。正の温度係数は、10E16cm-3～10E18cm-3の
ウェハドーピングレベルを用いることにより、0.11％／°K～1.1％／°Kの範囲となるよ
うに選択することができる。小さく短いビアは、適切な補償効果を提供するように、長さ
、深さ、および／または幅を変えることができる。
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【００２７】
　あるいは、超高温（600°Kより高い温度）作動および超高性能短期作動が必要とされる
場合、当該抵抗体の温度係数を、室温での値の10％まで低くなるように選択することがで
きる。この代替モードでの作動は、窒化ガリウムデバイスの本来の傾向を弱め、より高い
温度でのそれらの性能を低下させるだろう。正の温度係数から負の温度係数へ転移する温
度は、600°K～900°Kの間で選択することができる。抵抗におけるこの負の温度係数は、
概して有益ではないが、金または他の好適なドーパントを使用することにより、負の温度
係数を達成することができる。新規の構造およびレイアウトを使用し適切に用いることに
より、負の温度係数を有する一連のソース抵抗を提供することができる。したがって、30
0°K未満から600°Kを超えるような広い温度範囲において非常に安定な性能を示すような
、本明細書において提案されたスキーマに基づく窒化ガリウムトランジスタを構築するこ
とが可能である。非常に簡素なバイアス法および非常に安定な線形性能を得ることができ
る。しかしながら、デバイス設計の困難さは、温度が上昇したときのソース抵抗の減少に
よる正の効果と真性窒化ガリウムトランジスタに特有の性能低下とのバランスの問題に集
中している。
【００２８】
　前述の新規の水平方向トポロジ性質に加えて、本明細書において説明される垂直方向の
配置は、製作されたトランジスタの性能に著しく貢献する局面を有する。高濃度にドーピ
ングされた基板は、ドレイン－ソースキャパシタンスおよびチャンネル－ソースキャパシ
タンスに関連する欠点を有することが知られている。この高いキャパシタンスは、基板が
一枚のコンデンサとしての役割を果たしていることに起因している。この効果を除去する
ために、通常は、非常に低濃度にドーピングされた基板が使用される。しかしながら、本
明細書において説明されるいくつかの設計は、高濃度にドーピングされたバルクの基板を
必要とする。キャパシタンス効果を減じるために、本明細書において提案された垂直構造
の別の局面は、理想的な界面構造が維持される方法において、基板上に成長した非常に低
濃度にドーピングされたエピタキシャル層または一連のエピタキシャル層の新規の包埋で
ある。その後のプロセス工程は、窒化ガリウムとシリコンとの間の格子定数（17％）およ
び膨張係数における相当の違いから生じる困難を伴うので、エピタキシャル層に関係する
当該プロセス工程は重要である。本発明は、GaN／AlGaNヘテロ層のさらなる成長を促進し
得る歪層超格子を提供する。エピタキシャル層上に直接成長させたAlNバッファ層の上にG
aN AlN超格子を挿入することによって、高品質のGaN／AlGaNヘテロ層をエピタキシャル層
上に成長させることができる。エピタキシャル層は、例えば3～20ミクロンの厚さ範囲に
わたって拡がるように成長させることができる。マイクロ波トランジスタを製作する場合
、より小さいキャパシタンスの方が、必要な整合回路の一部となるように選択することが
できるので、好ましい。しかしながら、これには、キャパシタンスを最大化する必要があ
るであろうし、必要なエピタキシャル層の厚さは最大であるであろう。20ミクロン寸法は
、キャパシタンスをさらに減じるために拡張され得る。
【００２９】
　ゲート端部での電界ストレスを減じることが重要であるということが知られている。Si
Nまたは他の表面パッシベーションの上にゲート端部のドレイン側を拡張するのが慣例と
なっている。いくつかの実現例において、2.5ミクロンのドレイン－ゲート間隔を有する
デバイスは、ゲートからドレイン方向へ1.0ミクロン拡張された表面フィールドプレート
を有する。この拡張により、結果として、ゲート－ドレインフィードバックキャパシタン
スにおいて望ましくない増加がもたらされる。これは、デバイスの利得を著しく低下させ
る。代替スキームは、ソースに接続されかつゲートを覆うように位置付けられた金属フィ
ールドプレートを伴う。本明細書において説明される新規に提案された構造体は、ドレイ
ンに面しているゲート端部まで（またはゲート端部を越えて）ゲートの下に拡がる、ソー
スに接続された埋込層を採用している。電界ストレスを低減することによるさらなる利得
は、エピタキシャル層の下の導電性基板からもたらされる。エピタキシャル層がいくつか
使用されている場合、それぞれまたは任意のエピタキシャル層は、ゲートの下においてフ
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ィールドプレートとして機能している埋込層を有し得る。埋込フィールドプレートと導電
性基板とを組み合わせることにより、金属表面に取り付けられたフィールドプレートは必
ずしも必要ではなくなる。表面フィールドプレートと提案された埋込フィールドプレート
との組み合わせは、非常に高い絶縁破壊電圧性能を提供するであろう。エピタキシャル層
が薄い場合、埋込層フィールドプレートを必要とせず、その結果、プロセスの簡素化が可
能である。ドレイン－ソースキャパシタンスの低減か、あるいは電界ストレスの低減かを
選択することにより、結果として、各トランジスタ用途の理想的なエピタキシャル厚を得
ることができる。
【００３０】
　本発明のトランジスタデバイスでは、単純なトランジスタデバイスと比べてピーク電界
が減少するが、これは、ゲート電極のドレイン側端部に集中する電界が減少することに起
因している。この減少は、表面フィールドプレートが提供するのと同じストレス低減また
はさらなるストレス低減を提供するように機能する新規のフィールドプレートの単独また
は組み合わせの効果の結果と考えられる。当該ストレス低減により、作動電圧の増加およ
び／またはゲートリーク電流の減少などの電気性能特性が向上する。
【００３１】
　窒化ガリウムは、シリコンとは異なる結晶構造を有し、窒化ガリウム構造をシリコン構
造体の上に形成すると、結果として転位が生じ得る。活性領域周辺での欠陥および転位は
、デバイス性能を大いに損ない得る。提案されたデバイスの新規のレイアウトスタイルに
より、欠陥を有する個々のトランジスタを電気的に絶縁して主要な構造から除外すること
が可能である。欠陥を有するデバイスのゲート接続またはドレイン接続のどちらかを切断
するか、あるいはその両方を切断することができる。ノーマリーオフトランジスタのある
特定の場合において、ゲート電極をただ切断するだけで十分な場合もある。切断メカニズ
ムは、ヒューズまたはレーザー手法に基づき得るだろう。リーク電流または関連する容量
結合のために、ゲート電極をソース電極に対して接地することが、さらに必要な場合があ
る。金属間の短絡は、高出力レーザーを用いて達成することができる。
【００３２】
　先行技術において用いられている従来の設計（図1）では、ソース電極100は、エアブリ
ッジ125によってソースパッド130に接続されており、該ソースパッドはさらに、大きなビ
ア135によって接続されている。図示されているように、ドレイン電極120は、共通ドレイ
ンパッド105に接続されており、ゲート電極110は、共通ゲートパッド115に接続されてい
る。これら例示的ユニットセルでは、ゲート電極10個がゲートパッドに接続されており、
ドレイン電極5個がドレインパッドに接続されている。加えて、基板の裏（図示せず）へ
の接続を形成するために、大きなビアが必要である。この場合、窒化物半導体デバイスに
必要な面積（ソース、ドレイン、およびゲート電極が配置される面積）は、活性領域130
の面積のおよそ3倍の大きさである。電極パッドのサイズを減じることは可能であるが、
そのような電極パッドのサイズ減少は、歩留まりの観点から制限される。
【００３３】
　図2は、独特なトポロジを示しており、この場合、基板コンタクト（短いビア）の隣接
配置は、活性面密度を低下させない。このトポロジでは、ゲートが2次元に延びているた
め、ゲート幅は所定の活性面積に対して大きく増加される。このトポロジによって達成す
ることができるオン抵抗に関しては、絶縁破壊電圧および線幅の制限を除いて制限はない
。ここで、各ソース電極（100）は、ビア（111）を伴っており、各ソース電極（100）は
、隣接するドレイン電極（120）によって囲まれている。各ドレイン電極（120）は、ドレ
インバンプ（105）を伴っており、これは、多くの場合、金で作成された従来通りのボー
ルである。ゲート電極は、110として示されており、コンタクト（106）によってゲートス
トラップ（175）に接続されている。ゲートストラップ（175）も、ゲートパッド（115）
に接続されている。この方式において、各アイランド電極は、それぞれのパッドを有して
おり、その結果、デバイス全体のサイズが減少する。アイランド、すなわち図2に示され
ているタイル、は、ソース電極およびドレイン電極が二次元トポロジにおいて交互に配置
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されていなければならない全体的フィーチャの態様であり、この場合、ソース電極（100
）およびドレイン電極（120）は、好ましくは、チタンおよびアルミニウムから形成され
る。ゲート電極（110）は、好ましくは、パラジウムから形成される。
【００３４】
　図3は、図2のI－I'に沿った断面図を示している。基板（155）は、好ましくはシリコン
で作成されており、連続する絶縁エピタキシャル層150、145、および140が上に被着する
ベースを形成する。バッファ層（135）は、エピタキシャル層（140）の上に被着しており
、その上に、ドーピングされていない窒化ガリウム層（130）が被着している。ドーピン
グされていない窒化アルミニウムガリウムの最終層（125）が、層120の上に被着している
。3つのエピタキシャル層150、145、および140の間に、導電性の2つのフィールドプレー
ト160および165が存在する。これらは、好ましくは、シリコンのドーパントで形成されて
いる。ソース電極は100として示されており、これらは、その上にビア（111）を有し、そ
の一方で、ドレイン電極は120で示されている。ゲート電極110が、ソース電極（100）と
ドレイン電極（120）の間に配置されており、その上に酸化物、好ましくは窒化シリコン
の層（170）が存在する。ゲートストラップ（175）は、層170の上に示されている。
【００３５】
　図2に示されている長方形の同等物は、言明された利点を失うことなく、任意の四角形
によって置き換えることができる。長方形は回転することができ、例えば、長方形の別の
使用方法を図5に示している。
【００３６】
　図4および5に示されているこれら2次元タイル状レイアウトは、ゲート幅の増加を可能
にするので、極めて有利である。図4および5の両方において、ソース電極およびビアは、
それぞれ110および111として示されており、一方、ドレイン電極およびボール接続部は、
それぞれ120および105として示されている。ゲートは、両方向に配置されている。しかし
ながら、個々のアイランドデバイス間の移行において活性面積の一部が失われるため、有
用な活性ゲート幅は2倍にはならない。実際には、図4および5のアイランドトポロジは、
マルチフィンガーデバイスレイアウトと比較して1.5～1.7倍のゲート幅を提供することが
見出された。それに比例して、そのようなデバイスのオン抵抗が低下する。
【００３７】
　ゲートを3方向に配置することによってゲート幅を増加させることも可能である。これ
は、独特な正三角形アイランドが使用されている図6のアイランドレイアウトに示されて
いる。ただし、三角形は任意の形式であってもよく、ゲートを3方向に配置するコンセプ
トは、図示されている好都合の正三角形レイアウトに限定されるものではない。実際に、
このレイアウトも、先行技術のインターデジタル（またはマルチフィンガー）構造を用い
ることによって得られるゲート幅のおよそ1.5～1.7倍のゲート幅を提供する。図2のよう
に、ビア（111）はソース電極（100）の上に位置付けられ、一方、ボール接続部（105）
はドレイン電極（120）の上に位置付けられている。ヒューズ／アンチヒューズ（106）は
、ゲート電極（110）をゲートストラップ（175）と接合するのに役立ち、ゲートストラッ
プ（175）はゲートパッド（175）に接続している。
【００３８】
　ゲート長が0.5ミクロンの設計ルールに基づくと、ドレイン－ソースの間隔は2.5ミクロ
ンであり、7.5ミクロンのドレイン／ソースなるフィーチャが存在し、この場合、活性面
積は7.5mm2であり、それぞれのゲート幅は、インターデジタルでは0.7メートル、長方形
アイランドでは1.1メートル、および三角形アイランドでは1.1メートルである。したがっ
て、1.4メートルのゲート幅を有するGaNトランジスタは、3mm×3mm未満のダイサイズを用
いて作成することができる。そのようなデバイスは、10～15ミリオームのオン抵抗を有す
るであろうし、100アンペアのスイッチングが可能であろう。
【００３９】
　アイランドトポロジにより、活性デバイス間のスペースを接続ポイントとして使用する
ことが可能となる。低単位抵抗の金属ストラップ175を使用することにより、金属ゲート
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抵抗の問題を排除することができる。当該ストラップは、活性ゲート－ドレインチャンネ
ルエリアを通過する際にゲートから離して位置決めすることにより、補助的なフィールド
プレートとして機能するように位置することができる。これは、図2および図3に示されて
いる。
【００４０】
　ストラップのみを使用して良好な個々の機能的セルに接続するために、ゲートの角にお
けるコンタクト106が利用可能である。個々のドレインを金バンプの除去または不在によ
って絶縁することにより、歩留まりの向上も可能である。したがって、欠陥密度が高くて
も、図2に示されたレイアウトを用いることにより、実行可能な機能的デバイスを製造す
ることが可能である。
【００４１】
　図2、4、5、および6には、従来の接合またはパッケージに対する対策は示されていない
。代替の有利なパッケージング技術を、図7の断面図に示す。エアブリッジが存在しない
ことにより、ダイ（200）を銅／ソースヒートシンククリップ（210）に（共晶接合（205
）を介して）共晶的に接合することが可能となる。これを裏返すと、金バンプゲート（21
5）およびドレイン（220）を、マルチチップアセンブリ上の銅トラック（225）に直接接
続することが可能となる。この配置は、ワイヤ接合を使用するパッケージと比較して、取
り付けられたデバイスの総面積を大いに減少させ、ドレインおよびソース接続部のインダ
クタンスを減少させる。
【００４２】
　あるいは、ボード上の銅トラックにより、すべての放熱法を除去することが可能であり
、銅／ソースヒートシンククリップを排除することができる。この結果を実現するために
、ドレイン接続部、ソース接続部、およびゲート接続部はすべて金バンプを有し、ビア接
続部を有さず、かつ絶縁性の高抵抗基板が使用される。
【００４３】
　一般的な方法としては、熱抵抗を低くするために、パワーRFデバイスのウェハを約450
ミクロンから150ミクロンへと薄くする。図7に示されているパッケージングされたデバイ
スにおいて、ソース接続に対するより低い直列抵抗を達成するために、ダイは50ミクロン
まで薄くされる。図7に示されているパッケージを用いることにより、ダイを機械的に強
化し、かつソースへの低インダクタンスでの接続が確実に得られるようにする。
【００４４】
　前述において、本発明の適用方法および使用方法を示すことにより、特定の態様につい
て説明してきた。これらの態様は、単なる例示である。最も広くより具体的な本発明の局
面については、添付の特許請求の範囲においてさらに説明し定義する。
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